
７．生活衛生対策について

１．生活衛生関係対策について

＜総論＞

昨年３月に発生した東日本大震災では、生活衛生関係営業者も多数被災し、お見舞い申

し上げる。厚生労働省としては、地域に身近な被災営業者が早期に営業を再開し、被災者

へのサービス提供を通じて地域の復興に尽力いただきたいと認識している このため 被。 、「

災営業者による被災地支援プログラム」を立ち上げ、平成２３年度当初予算の有効活用、

累次の補正予算を通じての予算、税制、融資の関係措置を総動員している。措置の有効活

用をお願いするとともに、平成２４年度当初予算案にも「被災した生活衛生関係営業者へ

の支援 （復興庁計上）を盛り込んだので、各都道府県生活衛生指導センターを通じて、」

関係の生活衛生同業組合に周知をお願いしたい。

生活衛生関係営業の振興については、生活衛生関係営業対策事業費補助金について、対

前年度比１０％増の７９７百万円を平成２４年度予算案に盛り込んだ。昨年度の事業仕分

、 、 、 。けの教訓を踏まえ 事業の効果測定 評価が計画的に行われるよう 協力をお願いしたい

生活衛生関係営業は中小零細事業者が多く、また、組合員の高齢化などの多くの課題に

直面している。一方で、生活衛生同業組合は、衛生水準向上のための共同事業を実施し、

また、保健所から各事業所への情報伝達の機能を発揮するなど、食中毒、感染症の発生予

防上も有益な役割を果たしている。こうした観点から、昨年７月に、都道府県、保健所設

置市宛てに、新規開設等する営業者に対する組合への加入等に関する情報提供をお願いし

たところであり、対応方、お願いしたい。

平成２４年度の生活衛生同業組合が補助金で実施する事業の特別課題など、対策の方向

性については、生活衛生関係営業の振興に関する検討会において審議を行う予定である。

生活衛生関係営業は、多くの衛生課題と規制改革の要望に直面している。町屋・古民家

の規制緩和、安全なまつげエクステンションの在り方などについては、生活衛生関係営業

等衛生問題検討会において、検討を進めている。また、平成２４年度予算案には、環境衛

生監視員研修を新たに盛り込んだので、保健所職員等の資質向上の機会になればと期待し

ている。ご協力をお願いしたい。

＜各論＞

（１）生活衛生関係営業の振興について

①生活衛生営業指導センターによる支援について

平成２４年度予算(案)においては、後継者育成支援や効果的な相談・指導等の推

進にかかる経費を計上したところである。

各都道府県におかれては、事業の実施に当たり、その目的・効果についてこれま

で以上に精査されるとともに、地方交付税の財源の活用 「生活衛生営業経営指導、

員の公募の促進について （平成２３年２月４日健発０２０４第５号厚生労働省健」

康局長通知）についても特段の配慮をお願いしたい。
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②新規開設者等に対する生衛法に係る情報提供

生活衛生同業組合への加入は任意であるが、生衛法の趣旨、組合の活動内容、組

合加入により受けられる優遇措置等について、詳しく知らない新規開設者等がいる

ことも考えられるため 平成２３年７月２６日付けで発出した生活衛生課長通知 新、 「

規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び

振興に関する法律に係る情報提供について」に基づき、新規開設者等に対し、生衛

法の趣旨、関係する組合の内容、所在地、連絡先等について、保健所窓口や生活衛

生関係営業者に対する研修会等において情報提供をお願いしたい。

③特例民法法人に対する指導について

従来の公益法人については、経過措置として５年間（平成２５年１１月３０日ま

で）に限り、特例民法法人として従前のとおり存続できるが、新法に適合するよう

所要の準備を行い、新制度の公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人へ移行す

るよう指導をお願いしたい。

（２）平成２４年度予算(案)について

平成２４年度予算(案)の主な内容は、以下のとおりである。

ア 生活衛生関係営業対策事業費補助金

全国生活衛生営業指導センターのシンクタンク機能の強化を図るとともに、

生活衛生同業組合及び連合会の行う衛生対策、振興事業の支援を強化する。

a．全国生活衛生営業指導センター

生衛業経営状況実態調査を新たに計上・

ｂ．都道府県生活衛生営業指導センター

・後継者育成支援や効果的な相談・指導等の推進

ｃ．生活衛生同業組合、連合会

・衛生対策・振興事業の支援を強化

・災害時危機管理事業を新たに計上

イ 被災した生活衛生関係営業者への支援【復旧・復興】

店舗等の再建が困難な被災した生活衛生関係営業者の復興を支援するため

に、仮設クリーニング工場の設置などを支援することにより、営業者の自立

を支援する （復興庁計上）。

ウ 環境衛生監視員を対象とした研修を新たに計上

（３）平成２４年度税制改正(案)について

平成２４年度税制改正大綱(平成２３年１２月１０日閣議決定)において生活衛生

関係営業に関連する主な内容は、以下のとおりとされた。

ア 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限

の延長〔法人税〕
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生活衛生同業組合等が共同利用施設（共同送迎バス、共同研修施設、共同

蓄電設備等）を設置した場合に、取得価額の６％の特別償却を認める現行の

特例措置について、適用期限を１年延長する。

イ 公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税、法人税〕

フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機又は活性炭吸着回収装置内

蔵型のテトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機を新増設

した場合に、取得価額の８％の特別償却を認める現行の特例措置について、

適用期限を２年延長する。

ウ 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の拡充〔固定資産税〕

活性炭吸着回収装置又は活性炭吸着回収装置内蔵型のドライクリーニング

機に係る固定資産税の課税標準を軽減する特例措置について、活性炭吸着回

収装置を対象から外し、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機を対

象に追加し、課税標準を価格の２分の１(現行３分の１)にした上で、適用期

限を２年延長する。

エ ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し〔固定資産税〕

観光立国の観点から重要な役割を果たすホテル・旅館の用に供する家屋に

係る固定資産評価については、現在実施されている実態調査等の結果を踏ま

え、家屋類型間の減価状況のバランスも考慮の上、具体的な検討を進め、平

成２７年度の評価替えにおいて対応する。

（４）株式会社日本政策金融公庫の「生活衛生資金貸付」について

平成２４年度予算(案)においては、貸付規模１，１５０億円を確保し、生活衛生

関係営業者の資金需要に万全に対応することとしている。

各都道府県におかれては、生活衛生関係営業者の資金繰りに支障を来すことのな

いよう都道府県センターを主体とするなどして、生活衛生資金貸付の概要等につい

て説明会を開催するなど、格別の配慮方お願いする。

また、貸付条件の改善として、飲食店営業、喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、

、 「 」 、氷雪販売業 旅館業にかかる特別利率適用設備に 発電設備 を追加するとともに

全業種に省エネルギー設備として「ヒートポンプ方式熱源装置」を追加することと

している。

さらに、平成２４年４月から金利体系が変更となることに伴い、その円滑な実施

を促進する観点から、無担保・無保証人の貸付制度である生活衛生関係営業経営改

善資金特別貸付制度について、条件緩和を行うこととしている。また、東日本大震

災復興特別貸付の取扱延長をするなどし、貸付制度の更なる充実を図ったところで

、 、 。あり より一層 積極的な活用が図られるよう営業者に対する周知方をお願いする

（５）理容業・美容業について

①理容師・美容師養成施設の指定等について
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理容師養成施設及び美容師養成施設の指定等については、各地方厚生（支）局

において実施しているが、これらを円滑に実施するためには都道府県の御協力が

不可欠であり、今後とも情報提供や立入調査等について格別の御協力方お願いす

る。

②理容所及び美容所に対する指導監督について

理容所及び美容所に対する指導監督については、その衛生水準を確保するため

に実施していただいているが、理容師又は美容師の資格を有しない者による理容

行為又は美容行為等不適切な業務や、理容所で美容師が働くといった混在勤務が

行われることのないよう、指導監督の徹底をお願いする。

③まつ毛エクステンション業について

まつ毛エクステンションについては、美容師免許を有しない営業者の実施した

、 、 、サービスにより 健康を害した利用者が発生した事案を契機として 平成２０年

平成２２年に美容師が行う業務として通知している。

、 、一方で 美容師免許を有しない営業者が多数営業を行っているとの情報があり

まつ毛エクステンションのサービスを受ける消費者の安全を基本として平成２３

年１１月より「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」において、安全なまつ毛エ

クステンションの在り方について検討を始めている。

④エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議について

平成２３年１２月２１日に消費者委員会委員長から厚生労働大臣に対して「エ

ステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」がなされた。

建議の中では、厚生労働省及び消費者庁に対し、

・健康被害等に関する情報の提供と的確な対応

・エステ等を利用する消費者の安全確保のための措置

・不適切な表示(広告）の取締りの徹底

・美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底

について指摘されている。

、 、 、今回の建議には 地方自治体内の連携不足等についても指摘されており 今後

関係省庁とも連携しつつ、対応を検討していく。

（６）旅館業法における構造設備要件について

旅館業法における構造設備基準の規制緩和要望については 「生活衛生関係営業、

等衛生問題検討会」において検討を行ってきており、平成２３年１２月に「町家・

古民家の規制緩和」について、検討会としての意見をとりまとめた。今後、規制改

革及び特区の動向を踏まえ対応していくこととしている。

（７）公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策について

公衆浴場等を発生源とするレジオネラ症の発生・拡大防止については、各都道府

県で条例等を定め、営業者に対し指導していただいているが、引き続き、周知徹底

を図るとともにレジオネラ症患者発生時における感染源の特定等、迅速な対応をお

願いする。
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なお、２月に開催予定の「生活衛生関係技術担当者研修会」において、レジオネ

ラ症の最新の情報、検査方法等の最新知見等の講演を予定しているので、活用され

たい。

（８）クリーニング師の研修受講等の促進について

クリーニング師研修等を指定する各都道府県においては、クリーニング師の研修

等の受講について、受講対象者の明確化、営業者に対する周知を徹底する等、受講

促進のより一層の御配慮をお願いする。

（９）引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場について

地方公共団体において、関係部局が連携し、新たに、引火性溶剤を用いるドライ

クリーニング工場が違法に立地することを防止する取り組みを進めることが必要と

、 。なることから 建築指導部局及び消防担当部局との連携に努めるようお願いしたい

また、クリーニング事業者が建築基準法の違反是正措置を講じるため、違反是正

に係る猶予期間、申請書類等の簡略化、申請手数料の減免等を講じている地方公共

団体も出てきている。特定行政庁と協議を行う際には、引き続き都道府県センター

とともにご協力をお願いしたい。

（10）地域保健における対物保健サービス検討ワーキンググループについて

近年の地域保健を取り巻く状況の変化に対応し、地域住民の健康の保持及び増進

並びに地域住民が安心して暮らせる地域保健の確保を図る検討を地域保健対策検討

会で行っている。このうち地域における衛生水準の向上や環境衛生監視員の専門性

、 、確保及び監視機能の充実など 対物保健サービスに関する事項の検討を行っており

本年１月末に検討会に報告する予定としている。

２．建築物衛生対策について

（１）建築物等の衛生対策について

特定建築物の衛生対策については 「建築物における衛生的環境の確保に関する、

法律 （昭和４５年法律第２０号）に基づき推進しているところであるが、空気環」

境の調整等一部の建築物環境衛生管理基準については、不適合率が高止まりしてい

る。引き続き立入検査等を通じた指導助言の強化をお願いしたい。

（２）シックハウス対策について

住宅等の室内で、建材から放散する化学物質等を原因とした室内空気汚染等によ

る健康影響の問題、シックハウス症候群については、様々な要因が複雑に関係して

いると考えられ、これまで関係省庁において原因分析、防止対策、相談体制整備､

研究､汚染住宅の改修等の総合的な対策が行われてきたところである。このうち、

厚生労働省の主な取組は以下のとおりである。
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① 室内空気中の化学物質による健康影響等に関する研究等について

平成２３年度は、これまでの研究成果を踏まえ、シックハウス症候群の発生予

。防・症状軽減のための室内環境の実態調査と改善対策に関する研究を行っている

② 建材等から放散される化学物質の室内濃度指針値等の策定について

これまでにホルムアルデヒド等１３物質の室内濃度指針値とＴＶＯＣ（総揮発性

有機化合物）の暫定目標値のほか 「室内空気中化学物質の測定マニュアル」及び、

「室内空気中化学物質についての相談マニュアル作成の手引き」を策定した。

③ シックハウス担当職員研修について

２月に開催予定の「生活衛生関係技術担当者研修会」において、シックハウス

症候群について専門家から講演をいただく予定である。

各都道府県等においては、これらを活用等いただき、シックハウスに関する情

報収集、普及啓発及び相談体制の充実について、引き続き特段の御配慮をお願い

したい。

３．その他

（１）東日本大震災に際しての御遺体の埋火葬について

東日本大震災に際しての多くの御遺体の埋火葬については、墓地埋葬法の規定に

従い、御遺体の尊厳を守りつつ、迅速かつ円滑な実施に取り組んでいただいた。

各地方公共団体、関係団体の御協力に厚く御礼申し上げる。

（２）墓地を経営する特例民法法人に対する指導助言について

「公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について （平成」

２０年８月１４日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知 」において 「墓地経営） 、

・管理の指針」における公益法人には公益認定法人が該当する旨、お示している。

新公益法人制度が施行された平成２０年１２月１日以降、新たな墓地経営を行う

法人に対する墓地経営許可申請については、適切に対応いただいているものと考え

るが、現在墓地経営を行っている所管の特例民法法人に対しても、移行期間内に公

益認定法人に移行することができるよう、所要の指導・助言等をお願いしたい。
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平成24年1月20日
厚生労働省健康局
生  活  衛  生  課

予算額
（百万円）

融  資 予算額
（百万円）

補助金 備考

-
災害貸付の特別措置（利率の引き下
げ等）（3月12日閣議決定）

-
返済猶予等既往債務の条件変更など
弾力運用（3月11日事務連絡発出）

-
セーフティネット貸付の金利引き下げ
の延長（4月1日から延長）

1,532 株式会社日本政策金融公庫補給金 724
生活衛生関係営業対策事業費補助金
　審査評価会の審査を経て内示
　　（7月7日、9月9日）

-
振興事業促進支援融資制度の創設
（振興貸付利率から0.15％金利引き下
げの措置）

　・「被災営業者による被災者支援プロ
　　グラム」の創設
　・「公衆浴場の確保特別措置法」を
　　適用し、公衆浴場施設改修費を健
　　康・福祉改善事業に追加（11月27
　　日要綱改正）（補助率：１／２）

2,114
東日本大震災復興特別貸付の創設
（5月23日受け付け開始）

火葬場（施設）の災害復旧に関する補助
　（補助率：１/２→２/３）

保健衛生施設等災
害復旧費国庫補助
金交付要綱（５月２
日施行）

-
生活衛生経営改善貸付の拡充
（5月23日受け付け開始）

理容師・美容師養成施設の災害復旧に
関する補助を創設　（補助率：１/２）

〃

-
東日本大震災復興特別貸付の実質無
利子化（利子補給制度）（8月22日から
受け付け開始）

仮設店舗の整備（中小企業庁実施）

第２次補正予算
（7月25日成立）

-

二重ローン対策
（8月8日岩手県と基本合意。10月上旬
相談受け付けを開始。その他の県は
調整中）

3,131 東日本大震災復興特別貸付の延長 233
被災した生活衛生関係営業者への支援
（生活衛生関係営業等対策事業補助金）

円高対策として、業況悪化の場合の金
利引き下げや設備資金の貸付利率の
引き下げ

火葬場（設備）の災害復旧に関する補助の
追加　（補助率：定額）

保健衛生施設等災
害復旧費国庫補助
金交付要綱（11月21
日施行）

1,538

日本政策金融公庫補給金
貸付制度の改善
　・振興計画に基づき営業を行う者に
　　対する特別利率適用施設設備の
　　拡充　（自家用発電設備等省エネ
　　　　　　　設備品目の追加）

797

生活衛生関係営業対策事業費補助金
（対前年度110.0％）
　・全国センターのシンクタンク機能の
　　強化
　・組合や連合会の行う衛生対策・振興
　　事業の支援
　・都道府県生活衛生営業指導センター
　　の経営指導員の人件費については、
　　事業評価等の結果を踏まえ、２０％
　　の範囲内で削減

【その他】
環境衛生監視員研
修（仮称）の創設【1.5
百万円】

保全別金利導入の円滑実施に資する
衛経の条件緩和

135

東日本大震災復旧・復興にかかる経費【復
旧・復興枠】
　・被災した生活衛生関係営業者への
　　営業再開支援

平成24年度予算（案）
（12月26日閣議決定）

生 活 衛 生 関 係 の 予 算 等 の 対 応
（震災直後から平成24年度概算要求まで）

平成23年度当初予算
（3月29日成立）

震災直後の対応

第１次補正予算
（5月2日成立）

第３次補正予算
（11月21日成立）

・旅館・ホテル等への
被災者の受入に係る
災害救助法適用通
知（3月24日発出）

・訪問理容・美容の
特例通知（4月22日
発出）　　　　　　等
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生活衛生資金貸付の改正

○貸付計画額の見直し

平成２３年度 平成２４年度

１,２００億円 → １,１５０億円

○生活衛生資金融資事業の円滑な推進を図るための補給金

平成２３年度 平成２４年度

１５．３億円 → １５．９億円

○貸付制度

融資対象設備の見直し

・飲食店営業、喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、旅館
業の対象品目に発電設備を追加（振興事業貸付）

・省エネルギー設備に「ヒートポンプ方式熱源装置」を追加
（一般貸付・振興事業貸付）

振興事業促進支援融資制度の取扱延長

平成23年度に創設した振興事業促進支援融資制度の取扱期間の延長

（※振興事業促進融資制度：生活衛生同業組合員が事業計画書等を提出した場合

に振興貸付特別利率よりも更に0.15％低い貸付金利を適用する制度）

生活衛生関係営業経営改善特別貸付の拡充措置の延長

貸付限度額を1,000万円から1,500万円とする取扱及び貸付期間を7年

から10年以内とする取扱等を延長

（※生活衛生関係営業経営改善特別貸付：組合の推薦を受けて組合員が受ける

無担保・無保証の低利貸付）

受動喫煙防止資金（健康・福祉増進貸付）の取扱期間の延長
受動喫煙防止資金について取扱期間の延長

東日本大震災復興特別貸付の取扱延長
平成23年度第1次補正で創設した「東日本大震災復興特別貸付」につ

いて、取扱期間の延長。
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生活衛生関係営業関連の税制（所得税、法人税、固定資産税） 

（１）生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長 
    生活衛生同業組合等が共同利用施設（共同送迎バス、共同研修施設、共同蓄電設備など）を設置した 
   場合に、取得価額の６％の特別償却を認める現行の特例措置について、適用期限を１年延長 
（２）公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長 
    クリーニング事業者がエコ・クリーニング機を取得した場合に取得価額の８％の特別償却を認める現行措置 
   の適用期限を２年延長 
（３）公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の見直し 
    ドライクリーニング機の技術革新に合わせ、外付け型の活性炭吸着回収装置を対象外とし、フッ素系溶剤 
   を使用するドライクリーニング機を新たに加え、課税標準を価格の２分の１にした上で、適用期限を２年延長 

大綱の概要 

現状（要望の背景） 

【生活衛生関係営業の特徴】 

生衛業は国民生活に密着し、
大半が零細事業者 

 

 
 

 従業員5人未満の事業所が 
70.4% 

 約115万事業所 

    （全産業589万うち19.5%） 

 約667万人の雇用 

        （全従業者5,844万のうち11.4%） 

○事業収益の低迷や国内民需の減速 

○大手チェーンストアの進出 

○新たな環境規制 

○協業化等による合理化・省力化の推進、生産性の向上(共同利用施設) 

○環境に優しい営業の推進（公害防止用設備） 

○経営基盤の安定 

○国民の衛生水準の向上 

政策税制（軽減措置等） 

取得段階の軽減措置 保有段階の軽減措置 

・共同利用施設の特別償却 

・公害防止用設備の特別償却 

・公害防止用設備に係る 

 課税標準の特例措置 
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ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し（固定資産税） 

  ホテル・旅館の用に供する家屋に係る固定資産評価について、現在実施されている実態調査等の結果を踏まえ、家
屋類型間の減価状況のバランスも考慮の上、具体的な検討を進め、平成２７年度の評価替えにおいて対応 

大綱の概要 

 
 
 ○ホテル・旅館は、建物等の固定資産そのものが重要な商品であることから、顧客ニーズの変化を踏まえて、顧客ニーズに合致 
    しなくなった建物は経過年数が比較的短くても除却されるような状況にある。 
 ○一方で、ホテル・旅館の用に供する建物に係る固定資産税に関しては、建築後、何年経過してもその評価額が下がらない等、 
   使用実態に即したものになっているとは言い難いことから、その評価を適正化する必要がある。 

現状と課題 

 
６０，４４９施設 

（平成２１年３月３１日現在）    
   

             【内訳】   
                     ホテル営業：９，６０３ 

          旅館営業  ：５０，８４６ 

ホテル・旅館の施設数 固定資産評価基準における経年減点補正率 
基準表の経過年数 

構造 経過年数 

 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 50年 

 煉瓦造、コンクリートブロック造及び石造 45年 

 鉄骨造（骨格材の肉厚が４mmを超えるもの） 35年 

 鉄骨造（骨格材の肉厚が３mmを超え４mm以下のもの） 28年 

 鉄骨造（骨格材の肉厚が３mm以下のもの） 20年 

 ◆対象税目    固定資産税 
 ◆特例措置の対象 ホテル・旅館の用に供する建物 
 ◆特例措置の内容 ホテル・旅館の用に供する建物に係る固定資産評価を実態に即したものに見直す。 
 ◆政策の達成目標 国内観光旅行による国民一人当たり年間宿泊数 ４泊（平成２２年度） 
          国内における観光旅行消費額 ３０兆円（平成２２年度） 

税制改正要望の概要 

ホテル（非木造） 

国土交通省とりまとめ 
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「地域保健における対物保健サービス検討ワーキンググループ」 

での対応 
 

地域保健対策検討会 

 地域保健対策の推進については、地域保健法（昭和22年法律第101号）及び同法第4条
の規定に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」（平成6年12月1日厚生省告
示第374号）に定められているところであるが、市町村合併の進展や健康危機管理事案な
ど、近年の地域保健を取り巻く状況の変化に対応し、地域住民の健康の保持及び増進並
びに地域住民が安心して暮らせる地域保健の確保を図る検討を行っている。  

 

対物保健サービス検討ワーキンググループ 

  地域保健対策検討会の以下の検討事項のうち、対物保健サービスに関す
る事項を円滑に検討するため、本ワーキンググループを平成23年3月に設置 

（１）地域における健康危機管理の体制について 

（２）市町村と保健所の連携について 

（３）地域における医療計画との関わりについて 

（４）地域保健対策にかかる人材確保・育成について 

 

 ○本ワーキンググループでの検討結果は、平成２４年１月末に地域保健対策検討会に報告する予定 
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